
JP 2013-222991 A 2013.10.28

10

(57)【要約】
【課題】無線ネットワークの設定を容易に行う。
【解決手段】無線通信システム１内の接続される無線端
末装置は、接続する無線端末装置に保持される第２の無
線設定情報との共通情報として予め定められた第１の無
線設定情報を設定する第１のネットワーク制御部３４、
固有の識別情報を含むＳＳＩＤを生成する生成部、ＳＳ
ＩＤを含むビーコンを送信する第１の無線通信部１６を
備える。無線通信システム１内の接続する無線端末装置
は、ビーコンを受信する第２の無線通信部２６、ビーコ
ンからＳＳＩＤを抽出し、該抽出されたＳＳＩＤに含ま
れる前記固有の識別情報を抽出する抽出部、前記第２の
無線設定情報を保持する第２の保持部、第２の無線設定
情報を設定する設定部５３、抽出された固有の識別情報
と第２の無線設定情報を用いて接続される無線端末装置
との無線通信の接続を確立する第２のネットワーク制御
部５４を備える。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続される無線端末装置と接続する無線端末装置とが無線通信可能な無線通信システム
であって、
　前記接続される無線端末装置は、
　前記接続する無線端末装置に保持される第２の無線設定情報との無線通信における共通
情報として予め定められた第１の無線設定情報を設定する第１のネットワーク制御部と、
　前記無線通信における固有の識別情報を含むＳＳＩＤを生成する生成部と、
　前記生成されたＳＳＩＤを含むビーコンを送信する第１の無線通信部と、を備え、
　前記接続する無線端末装置は、
　前記ビーコンを受信する第２の無線通信部と、
　前記ビーコンから前記ＳＳＩＤを抽出し、該抽出されたＳＳＩＤに含まれる前記固有の
識別情報を抽出する抽出部と、
　前記第２の無線設定情報を保持する第２の保持部と、
　前記第２の無線設定情報を設定し、前記抽出された固有の識別情報と前記第２の無線設
定情報とを用いて前記接続される無線端末装置との無線通信の接続を確立する第２のネッ
トワーク制御部と、
　を備えることを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
　前記第２のネットワーク制御部は、
　前記第２の無線設定情報と異なる値に設定されている場合、前記第２の無線設定情報に
設定を変更することを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記第１のネットワーク制御部は、
　前記第１の無線設定情報と異なる値に設定されている場合、前記第１の無線設定情報に
設定を変更することを特徴とする請求項１又は２に記載の無線通信システム。
【請求項４】
　前記第２の無線設定情報との無線通信における共通情報として予め設定された前記第１
の無線設定情報を保持する第１の保持部を更に備え、
　前記第１の保持部は、
　無線の通信モード、認証方式、暗号方式、無線の通信プロトコル及び無線のＩＰ（Ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）アドレスを含んだ前記第１の無線設定情報を保持し、
　前記第２の保持部は、
　前記第１の無線設定情報に対応する無線の通信モード、認証方式、暗号方式、無線の通
信プロトコル及び無線のＩＰアドレスを含んだ前記第２の無線設定情報を保持することを
特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の無線通信システム。
【請求項５】
　前記第１の保持部及び前記第２の保持部は、
　前記無線の通信モードとして、アクセスポイントを介さずに無線通信を行うアドホック
モードまたはアクセスポイントを介して無線通信を行うインフラストラクチャモードのい
ずれかを設定することを特徴とする請求項４に記載の無線通信システム。
【請求項６】
　前記第１の保持部及び前記第２の保持部は、
　前記無線のＩＰアドレスとして、無線のＩＰｖ４（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ　ｖｅｒｓｉｏｎ４）アドレスと無線のＩＰｖ４サブネットマスクアドレスを設定する
ことを特徴とする請求項４又は５に記載の無線通信システム。
【請求項７】
　前記第１の保持部及び前記第２の保持部は、
　前記無線のＩＰアドレスとして、無線のＩＰｖ６（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ　ｖｅｒｓｉｏｎ６）アドレスと無線のＩＰｖ６アドレスプレフィックスとを設定する
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ことを特徴とする請求項４又は５に記載の無線通信システム。
【請求項８】
　前記第１の保持部及び前記第２の保持部は、
　更に、周波数チャンネル及び伝送規格の少なくともいずれかを含んだ前記第１の無線設
定情報及び前記第２の無線設定情報を保持することを特徴とする請求項４～７のいずれか
一項に記載の無線通信システム。
【請求項９】
　前記第１の保持部及び前記第２の保持部は、
　周波数チャンネルに予め定められた値を設定する、又は走査して得られたユーザ指定の
周波数チャンネルの値を設定することを特徴とする請求項８に記載の無線通信システム。
【請求項１０】
　前記無線通信における固有の識別情報は、
　前記接続される無線端末装置に関する固有の識別情報であることを特徴とする請求項１
～９のいずれか一項に記載の無線通信システム。
【請求項１１】
　前記接続される無線端末装置に関する固有の識別情報は、
　前記無線通信におけるＭＡＣアドレス、前記ＭＡＣアドレスの値を変換した識別情報、
前記接続される無線端末装置の製造番号、前記接続される無線端末装置の製造番号の値を
変換した値、乱数の少なくともいずれかであることを特徴とする請求項１０に記載の無線
通信システム。
【請求項１２】
　前記生成部は、
　ユーザ操作により取得した情報、無線設定情報を識別するための情報、前記接続される
無線端末装置の装置名の少なくともいずれかの値を含んだ前記ＳＳＩＤを生成することを
特徴とする請求項１～１１のいずれか一項に記載の無線通信システム。
【請求項１３】
　前記接続される無線端末装置の装置名には、
　前記接続される無線端末装置の装置名の初期値が含まれ、該初期値は前記接続される無
線端末装置毎に異なる値に予め設定されていることを特徴とする請求項１２に記載の無線
通信システム。
【請求項１４】
　前記第１の無線通信部は、
　前記生成後のＳＳＩＤの文字列を暗号化し、
　前記第２の無線通信部は、
　前記ビーコンに含まれるＳＳＩＤを復号することを特徴とする請求項１～１３のいずれ
か一項に記載の無線通信システム。
【請求項１５】
　前記接続される無線端末装置は、
　前記無線の通信プロトコルがＩＰｖ４又はＩＰｖ６の場合、すでに同一のＩＰｖ４アド
レス又はＩＰｖ６アドレスが、他の無線端末装置から送信されたビーコンのＳＳＩＤ中に
存在するかを検出し、検出の結果、存在すると判定した場合、前記無線通信の接続を確立
できないことを通知することを特徴とする請求項６又は７に記載の無線通信システム。
【請求項１６】
　前記接続する無線端末装置に対して、接続される無線端末装置の候補が複数存在する場
合、
　前記接続される無線端末装置は、
　複数の前記接続される無線端末装置から一の接続される無線端末装置を選択するための
選択情報を表示する第１の表示部を有することを特徴とする請求項１～１５のいずれか一
項に記載の無線通信システム。
【請求項１７】
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　前記第１の表示部は、
　前記接続される無線端末装置の選択情報として、前記生成されたＳＳＩＤに設定された
情報の全部又は一部を表示することを特徴とする請求項１６に記載の無線通信システム。
【請求項１８】
　前記接続する無線端末装置は、
　前記ＳＳＩＤに含まれる前記固有の識別情報の全部又は一部を表示する第２の表示部を
有することを特徴とする請求項１～１７のいずれか一項に記載の無線通信システム。
【請求項１９】
　前記第２の表示部は、
　リスト形式に複数の前記固有の識別情報を表示することを特徴とする請求項１８に記載
の無線通信システム。
【請求項２０】
　前記無線通信の接続を確立後、前記接続する無線端末装置が切り替えられた場合、
　前記切り替え後新たに接続する無線端末装置の前記第２の無線通信部は、前記固有の識
別情報により識別される接続される無線端末装置から送信されたビーコンを受信し、
　前記抽出部は、前記ビーコンから前記ＳＳＩＤを抽出し、該ＳＳＩＤに変更し、
　無線設定情報を、前記新たに接続する無線端末装置の第２の無線設定情報に変更するこ
とを特徴とすることを特徴とする請求項１～１９のいずれか一項に記載の無線通信システ
ム。
【請求項２１】
　前記確立された無線通信の接続を切断する場合、
　前記第２のネットワーク制御部は、無線設定情報の設定を変更前の無線設定情報に再設
定することを特徴とすることを特徴とする請求項１～２０のいずれか一項に記載の無線通
信システム。
【請求項２２】
　接続される無線端末装置と接続する無線端末装置とを無線通信するための無線通信方法
であって、
　前記接続する無線端末装置に保持される第２の無線設定情報との共通情報として予め定
められた第１の無線設定情報を設定する第１のネットワーク制御ステップと、
　前記無線通信における固有の識別情報を含むＳＳＩＤを生成する生成ステップと、
　前記生成されたＳＳＩＤを含むビーコンを送信する第１の無線通信ステップと、
　前記ビーコンを受信する第２の無線通信ステップと、
　前記ビーコンから前記ＳＳＩＤを抽出し、該抽出されたＳＳＩＤに含まれる前記固有の
識別情報を抽出する抽出ステップと、
　前記第１の無線設定情報との共通情報として予め設定された前記第２の無線設定情報を
保持する第２の保持ステップと、
　前記第２の無線設定情報を設定する設定ステップと、
　前記抽出された固有の識別情報と前記第２の無線設定情報とを用いて前記接続される無
線端末装置との無線通信の接続を確立する第２のネットワーク制御ステップと、
　を含むことを特徴とする無線通信方法。
【請求項２３】
　他の無線端末装置と無線通信することが可能な無線端末装置であって、
　前記他の無線端末装置に保持される第２の無線設定情報との共通情報として予め定めら
れた第１の無線設定情報を設定する第１のネットワーク制御部と、
　前記無線通信における固有の識別情報を含むＳＳＩＤを生成する生成部と、
　前記生成されたＳＳＩＤを含むビーコンを送信する第１の無線通信部と、を備え、
　前記他の無線端末装置に、前記ビーコン中の前記ＳＳＩＤに含まれる固有の識別情報と
前記第２の無線設定情報とを用いて自機との無線通信の接続を確立させることを特徴とす
る無線端末装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システム、無線通信方法及び無線端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子情報機器同士の無線ネットワーク接続については、従来から様々な接続方法が提案
されている。たとえば、プロジェクタとＰＣを無線通信により接続することによって、Ｐ
Ｃからの映像を電子情報ボード等の大型ディスプレイに映し出すことができる。
【０００３】
　無線ネットワークでの通信を行うためには、端末同士で無線ネットワークの設定を正し
く行う必要がある。しかし、無線の設定にはＩＰアドレス、サブネットマスク、認証方式
、暗号方式、暗号方式に対応した暗号鍵等のさまざまな設定があり、知識の無いユーザに
とっては正しい設定を行うことが難しい。そこで、上記の無線ネットワークの設定を簡単
な操作で自動的に行う技術が考えられ、既に知られている。
【０００４】
　特許文献１及び特許文献２には、無線ネットワークの設定を簡単な操作で行う目的で、
自身の端末の無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）のＩＰｖ４のＩＰア
ドレスと端末識別子（たとえば、端末の名前）からなるＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅ
ｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を生成し、無線ビーコンに含めて送信する無線端末装置や無
線通信システムが開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、今までの無線ネットワークの設定を簡単な操作で自動的に行う装置では、ビー
コンに含まれるＳＳＩＤに端末のＩＰアドレスを含めていた。このため、ＩＰｖ４（Ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｖｅｒｓｉｏｎ４）以外の無線の通信プロトコルを採
用している場合には、この方式が使えないという課題があった。
【０００６】
　具体的に説明すると、無線端末装置の一方（接続される端末）は一定の間隔で、自分自
身の存在を知らせるためにビーコンと呼ばれる無線信号を送信し続ける。このビーコンに
は無線ネットワークを識別する３２バイトのＳＳＩＤが含まれている。今までの方式では
、通信相手に無線ネットワークの設定情報を知らせるために、ＳＳＩＤに自身の端末の無
線ＬＡＮのＩＰｖ４のＩＰアドレスと無線端末装置を識別する領域を含めていた。そして
、無線端末装置のもう一方（接続する端末）は上記ＳＳＩＤに含まれている情報から通信
相手のＩＰアドレスを取得し、通信を行っていた。
【０００７】
　ＳＳＩＤには一般的にＡＳＣＩＩ文字列しか含めることができないため、ＩＰアドレス
を１６進数の文字列に変換し８バイトの領域に割り当て、残りの２４バイトを、無線端末
装置を識別する領域に割り当てていた。ＩＰｖ６（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
　ｖｅｒｓｉｏｎ６）ではＩＰｖ４の４倍の３２バイトの領域が必要になるため、他の情
報を入れる領域が割り当てられなくなるという課題があった。
【０００８】
　たとえば、特許文献１及び特許文献２においても、無線の通信プロトコルがＩＰｖ６の
ときにこれらの特許文献にて開示された方式では、ＳＳＩＤにＩＰｖ６以外の他の情報を
入れる領域が割り当てられなくなり、無線ネットワークの設定を簡単な操作で自動的に行
うことはできない。
【０００９】
　このように、これまでの技術では、無線通信のプロトコルがＩＰｖ６のときにビット数
が大きくなり無線通信ができないという課題を有する。また、これまでの技術では、無線
通信を確立する際に交換する無線設定情報が多すぎるため、無線通信の接続を確立するま
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でに時間がかかるという課題を有する。更に、特に無線通信においては、通信パケットが
通信相手の端末装置まで届かずに通信の接続の確立が失敗しやすいという課題を有する。
【００１０】
　上記課題に対して、本発明の目的とするところは、ＩＰｖ６のプロトコルだけでなく、
ＩＰｖ４以外のプロトコルにおいても無線ネットワークの設定を容易に行うことが可能な
無線通信システム、無線通信方法及び無線端末装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、
　接続される無線端末装置と接続する無線端末装置とが無線通信可能な無線通信システム
であって、
　前記接続される無線端末装置は、
　前記接続する無線端末装置に保持される第２の無線設定情報との無線通信における共通
情報として予め定められた第１の無線設定情報を設定する第１のネットワーク制御部と、
　前記無線通信における固有の識別情報を含むＳＳＩＤを生成する生成部と、
　前記生成されたＳＳＩＤを含むビーコンを送信する第１の無線通信部と、を備え、
　前記接続する無線端末装置は、
　前記ビーコンを受信する第２の無線通信部と、
　前記ビーコンから前記ＳＳＩＤを抽出し、該抽出されたＳＳＩＤに含まれる前記固有の
識別情報を抽出する抽出部と、
　前記第２の無線設定情報を保持する第２の保持部と、
　前記第２の無線設定情報を設定し、前記抽出された固有の識別情報と前記第２の無線設
定情報とを用いて前記接続される無線端末装置との無線通信の接続を確立する第２のネッ
トワーク制御部と、
　を備えることを特徴とする無線通信システムが提供される。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように、本発明によれば、ＩＰｖ６のプロトコルだけでなく、ＩＰｖ４以
外のプロトコルにおいても無線ネットワークの設定を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】一実施形態に係る無線通信システムのハードウエア構成図。
【図２】一実施形態に係る無線通信システムのソフトウエア構成図。
【図３】一実施形態に係る無線設定情報例を示した図。
【図４】一実施形態に係る無線設定情報例を示した図。
【図５】一実施形態に係る無線設定情報例を示した図。
【図６】一実施形態に係るＭＡＣアドレスから生成した端末固有の識別情報例を示した図
。
【図７】一実施形態に係るＭＡＣアドレスを元に生成した端末固有の識別情報例を示した
図。
【図８】一実施形態に係る製造番号から生成した端末固有の識別情報例を示した図。
【図９】一実施形態に係る乱数から生成した端末固有の識別情報例を示した図。
【図１０】一実施形態に係るＳＳＩＤの生成方法を説明するための図。
【図１１】一実施形態に係る装置名の初期値例を示した図。
【図１２】一実施形態に係る無線通信システムのシーケンス図。
【図１３】一実施形態に係る重複したＩＰアドレスが存在した場合の処理フローを示した
図。
【図１４】一実施形態に係るプロジェクタとＰＣの画面例を示した図。
【図１５】一実施形態に係る接続終了時の無線通信システムのシーケンス図。
【図１６】一実施形態に係る無線通信システム（プロジェクタが複数台の場合）のシーケ
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ンス図。
【図１７】一実施形態に係る無線通信システム（ＰＣが複数台の場合）のシーケンス図。
【図１８】一実施形態に係る無線通信システム（ユーザが接続を指示する場合）のシーケ
ンス図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。なお、本明細書
及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を
付することにより重複説明を省略する。
【００１５】
　以下に説明する一実施形態に係る無線通信システムは、接続される無線端末装置と接続
する無線端末装置とが無線通信することが可能なシステムである。この無線通信システム
では、ＩＰアドレス／サブネットマスク等の無線設定情報については、無線端末装置の一
方（接続される無線端末装置）では予め決められた番号を使用し、ビーコンに含まれるＳ
ＳＩＤには、無線端末装置同士が重複しない各無線端末装置に固有の端末識別子のみ含め
る。よって、無線通信の接続を確立する際、本実施形態に係る無線通信システムでは、送
信ビーコンにＳＳＩＤの情報が含まれる。これにより、本実施形態に係る無線通信システ
ムは、簡単な操作で無線ネットワークの設定を自動的に行うことが可能な無線通信システ
ムを提供することができる。
【００１６】
　また、本実施形態に係る無線通信システムは、たとえＩＰｖ６のようにアドレス情報が
ＩＰｖ４より長くなった場合でも、ＳＳＩＤ内の情報にＩＰアドレスを含める必要がない
。このため、無線の通信プロトコルの方式がＩＰｖ４及びＩＰｖ６のいずれの場合であっ
ても同様に接続できる。
【００１７】
　接続される無線端末装置側で予め設定される第１の無線設定情報、及び接続する無線端
末装置側で予め設定される第２の無線設定情報は共通情報として予め定められ、第１の保
持部及び第２の保持部にそれぞれ保持されている。ここで、第１の無線設定情報と第２の
無線設定情報とが共通情報であるとは、第１の無線設定情報と第２の無線設定情報とが同
一である場合に限られず、例えば、第１の無線設定情報に所望の変換を施すことによって
第２の無線設定情報と同一の値を得られる場合も含む。
【００１８】
　このため、無線通信の接続時に接続される無線端末装置と接続する無線端末装置とで情
報の交換すべき無線設定情報が少なくなり、情報の交換に費やしていた時間を減らすこと
ができる。これにより、接続までの時間が短く、かつユーザの利便性が高いシステムを構
築することができる。更に、無線通信において通信パケットが通信相手の無線端末装置ま
で届かずに接続の確立に失敗する確率が低いシステムを構築することができる。以下、本
実施形態に係る無線通信システムについて詳細に説明する。
【００１９】
　［無線通信システムの全体構成］
（無線通信システムのハードウエア構成）
　まず、本発明の一実施形態に係る無線通信システムのハードウエア構成について、図１
を参照しながら説明する。図１は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムのハード
ウエア構成図である。
【００２０】
　本実施形態に係る無線通信システム１は、無線ネットワーク機能を備えたプロジェクタ
１００と無線ネットワーク機能を備えたＰＣ２００（たとえばノートＰＣ）とが無線ネッ
トワークにより接続されている。本実施形態に係る無線通信システム１では、プロジェク
タ１００は接続される無線端末装置の一例であり、ＰＣ２００は接続する無線端末装置の
一例であるが、接続される無線端末装置及び接続する無線端末装置はこれに限られない。
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たとえば、本実施形態に係る無線通信システム１は、電子会議システムにも応用できる。
この場合、接続される無線端末装置は電子掲示板、接続する無線端末装置はＰＣとするこ
とができる。このように、本実施形態に係る無線通信システム１によって電子掲示板とＰ
Ｃとを直接、高速に接続したり、それ以外の表示装置とＰＣとを直接高速に接続したりす
ることができる。その他、接続される無線端末装置をプリンタ、接続する無線端末装置を
ＰＣとし、本無線通信システム１を使用してＰＣが接続相手のプリンタを迅速に見つけて
、高速にプリント処理することができる。
【００２１】
　プロジェクタ１００は、ＣＰＵ１０、第１の記憶部１２、第１の操作入力部１４、第１
の無線通信部１６、第１の映像出力部１８を有している。ＣＰＵ１０は、プロジェクタ１
００の全体の制御を行う。例えば、ＣＰＵ１０の全体制御は、第１の記憶部１２に格納さ
れたプログラムに従って動作することによって実現されうる。このプログラムは、記憶媒
体に格納して提供され、図示しないドライバを介して第１の記憶部１２に読み込まれるも
のであってもよく、また、ネットワークからダウンロードされて第１の記憶部１２に格納
されるものであってもよい。第１の記憶部１２は、例えば、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）またはＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＨＤＤ
（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）として実現されうる。
【００２２】
　第１の操作入力部１４は、ユーザ操作に応じて情報を入力する。第１の無線通信部１６
は、ＰＣ２００の第２の無線通信部２６と無線通信により情報を送受信する。第１の無線
通信部１６は、後述するＳＳＩＤ生成部によって生成されたＳＳＩＤを含むビーコンを送
信する。第１の映像出力部１８は、ＰＣ２００から送信された映像をスクリーン等の表示
装置に投影する。
【００２３】
　ＰＣ２００は、ＣＰＵ２０、第２の記憶部２２、第２の操作入力部２４、第２の無線通
信部２６、第２の映像出力部２８を有している。ＣＰＵ２０は、ＰＣ２００の全体の制御
を行う。例えば、ＣＰＵ２０の全体制御は、第２の記憶部２２に格納されたプログラムに
従って動作することによって実現されうる。このプログラムは、記憶媒体に格納して提供
され、図示しないドライバを介して第２の記憶部２２に読み込まれるものであってもよく
、また、ネットワークからダウンロードされて第２の記憶部２２に格納されるものであっ
てもよい。第１の記憶部１２は、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）
またはＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄ
ｒｉｖｅ）として実現されうる。
【００２４】
　第２の操作入力部２４は、ユーザ操作に応じて情報を入力する。第２の操作入力部２４
は、タッチパネルやマウス、キーボード等により実現されうる。
【００２５】
　第２の無線通信部２６は、第１の無線通信部１６からビーコンを受信する。また、第２
の無線通信部２６は、第１の無線通信部１６と情報を送受信する。第２の映像出力部２８
は、ＰＣ２００が保持する映像を液晶ディスプレイ等に表示する。
（無線通信システムのソフトウエア構成）
　次に、本発明の一実施形態に係る無線通信システムのソフトウエア構成について、図２
を参照しながら説明する。図２は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムのソフト
ウエア構成図である。プロジェクタ１００は、第１のユーザ操作部３０、第１の無線設定
保持部３２、第１のネットワーク制御部３４、端末識別子生成部３６、ＳＳＩＤ生成部３
８、第１の映像表示部４０を有している。
【００２６】
　第１のユーザ操作部３０は、ユーザによる入力操作を可能とする。
【００２７】
　第１の無線設定保持部３２は、予め設定された無線通信における共通情報を保持する。
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第１の無線設定保持部３２は、ＰＣ２００に保持される第２の無線設定情報と共通情報と
して予め設定された第１の無線設定情報を保持する第１の保持部に相当する。
【００２８】
　ＰＣ２００の立ち上げ時、第１のネットワーク制御部３４は、その時点での無線設定値
を無線設定情報（本実施形態では、無線通信における共通情報）として設定する。第１の
ネットワーク制御部３４は、無線通信の接続時、無線設定情報が第１の無線設定情報と異
なる値に設定されている場合、第１の無線設定情報に設定を変更する。
【００２９】
　端末識別子生成部３６は、無線通信における固有の識別情報を生成する。例えば、端末
識別子生成部３６は、固有の識別情報として、無線ＬＡＮにおけるＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｄｄｒｅｓｓ）アドレス、そのＭＡＣアドレスを更に
変換した数値、プロジェクタ１００の製造番号、プロジェクタ１００の製造番号を更に変
換した数値、乱数等を利用することができる。なお、本実施形態における固有の識別情報
は、プロジェクタ１００との無線通信が可能な空間において実質的に固有な識別情報であ
ればよい。つまり、ここでの固有の識別情報は、識別情報が異なる、もしくは同値になる
可能性が極端に低く、使用上の問題にはならない程度に実質的に固有な識別情報であれば
よい。
【００３０】
　ＳＳＩＤ生成部３８は、端末識別子生成部３６により生成された固有の識別情報を含む
ＳＳＩＤを生成する。端末識別子生成部３６及びＳＳＩＤ生成部３８は、無線通信におけ
る固有の識別情報を含むＳＳＩＤを生成する生成部に相当する。
【００３１】
　ＳＳＩＤにＩＰアドレスを含めると、無線通信のプロトコルがＩＰｖ６に設定されたと
き、前述の通り、ＩＰｖ６はＩＰｖ４よりアドレス数が多いため、ＩＰｖ６のアドレスを
ＳＳＩＤに入れようとしても、ＳＳＩＤは最大３２バイトまでしか許容しないため、ＩＰ
ｖ６のアドレス以外の情報をＳＳＩＤに含ませることができなくなる。よって、ＳＳＩＤ
にＩＰアドレスを含める無線通信方式は、無線通信のプロトコルがＩＰｖ６に設定された
とき適用できない。
【００３２】
　一方、本実施形態では、ＳＳＩＤを生成する際、ＳＳＩＤにＩＰアドレスを含めない。
よって、本実施形態では、ＩＰｖ４のアドレスとＩＰｖ６のＩＰアドレスとが混在して構
成される現状においても、ＩＰアドレスがＩＰｖ６のアドレスのみで構成される将来にお
いても、先行技術の課題を解消したシステムを構築することができる。なお、ＳＳＩＤは
、ＩＥＥＥ８０２．１１シリーズの無線ＬＡＮにおけるネットワークの識別子を含む。Ｓ
ＳＩＤ生成については後程詳細を説明する。
【００３３】
　第１の映像表示部４０は、プロジェクタ１００の識別情報、その他の映像を表示する。
第１の映像表示部４０は、複数のプロジェクタ１００から一のプロジェクタ１００を選択
するための選択情報を表示する第１の表示部に相当する。第１の表示部は、プロジェクタ
１００の選択情報として、生成されたＳＳＩＤに設定された情報の全部又は一部を表示し
てもよい。
【００３４】
　ＰＣ２００は、第２のユーザ操作部５０、第２の無線設定保持部５２、第２のネットワ
ーク制御部５４、端末識別子抽出部５６、ＳＳＩＤ抽出部５８、第２の映像表示部６０を
有している。第２のユーザ操作部５０は、ユーザによる入力操作を可能とする。
【００３５】
　第２の無線設定保持部５２は、予め設定された無線通信における共通情報を保持する。
第２の無線設定保持部５２は、プロジェクタ１００に保持される第１の無線設定情報と共
通情報として予め設定された第２の無線設定情報を保持する第２の保持部に相当する。
【００３６】
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　第２のネットワーク制御部５４は、識別された固有の識別情報と第２の無線設定情報を
用いてプロジェクタ１００との無線通信の接続を確立する。ＰＣ２００の立ち上げ時、第
２のネットワーク制御部５４は、その時点での無線設定値を無線設定情報として設定する
。第２のネットワーク制御部５４は、無線通信の接続時、無線設定情報が第２の無線設定
情報と異なる値に設定されている場合、第２の無線設定情報に設定を変更する。
【００３７】
　ＳＳＩＤ抽出部５８及び端末識別子抽出部５６は、ビーコンからＳＳＩＤを抽出し、そ
の抽出されたＳＳＩＤに含まれる固有の識別情報を抽出する抽出部に相当する。
【００３８】
　第２の映像表示部６０は、ＳＳＩＤに含まれる無線通信における固有の識別情報の全部
又は一部を表示する第２の表示部に相当する。無線通信における固有の識別情報は、プロ
ジェクタ１００に関する固有の識別情報である。例えば、第２の映像表示部６０は、リス
ト形式に複数の固有の識別情報を表示する。第２の映像表示部６０は、その他の映像を表
示してもよい。
【００３９】
　［無線設定情報］
　第１の無線設定保持部３２及び第２の無線設定保持部５２は、共通情報となる第１の無
線設定情報及び第２の無線設定情報として、無線通信において共通情報をそれぞれ保持す
る。図３～図５は、第１の無線設定情報及び第２の無線設定情報の一例である。
【００４０】
　図３～図５では、第１の無線設定保持部３２は、無線の通信モード、認証方式、暗号方
式、無線の通信プロトコル及び接続される無線端末装置のＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏ）アドレスを含んだ第１の無線設定情報を保持する。
【００４１】
　第２の無線設定保持部５２は、第１の無線設定情報に対応する無線の通信モード、認証
方式、暗号方式、無線の通信プロトコル及び接続される無線端末装置のＩＰアドレスを含
んだ第２の無線設定情報を保持する。
【００４２】
　無線の通信モードとしては、アクセスポイントを介さずに無線通信を行うアドホックモ
ードまたはアクセスポイントを介して無線通信を行うインフラストラクチャモードのいず
れかを設定することができる。
【００４３】
　認証方式及び暗号方式についても、様々な公知の技術を採用することができる。例えば
、暗号方式としては、ＷＥＰ（Ｗｉｒｅｄ　Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　Ｐｒｉｖａｃｙ）や
ＷＰＳ（Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ　Ｓｅｔｕｐ）が一例として挙げられる。第１
の無線通信部１６は、生成後のＳＳＩＤの文字列を暗号化する。第２の無線通信部２６は
、ビーコンに含まれるＳＳＩＤを復号する。
【００４４】
　無線の通信プロトコルは、ＩＰｖ４であってもＩＰｖ６であってもその他の独自のプロ
トコルであってもよい。図３及び図４には、無線の通信プロトコルがＩＰｖ４の場合、図
５には、無線の通信プロトコルがＩＰｖ６の場合が示されている。無線の通信プロトコル
がＩＰｖ４の場合、接続される無線端末装置のＩＰアドレスとして、無線のＩＰｖ４（Ｉ
ｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｖｅｒｓｉｏｎ４）アドレスと無線のＩＰｖ４サブ
ネットマスクアドレスを設定する。
【００４５】
　接続される無線端末装置の通信プロトコルがＩＰｖ６の場合、無線のＩＰアドレスとし
て、無線のＩＰｖ６（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｖｅｒｓｉｏｎ６）アドレ
スと無線のＩＰｖ６アドレスプレフィックスとを設定する。ＩＰｖ４アドレスとＩＰｖ４
サブネットマスクアドレスは対になって使用され、互いに対応した値をもっている必要が
ある。ＩＰｖ６アドレスとＩＰｖ６プレフィックスも同様に互いに対応した値をもってい
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る必要がある。
【００４６】
　無線設定情報としては、これらの無線通信パラメータの他、周波数チャンネルや伝送規
格を含んでもよい。伝送規格には、ＩＥＥＥ８０２の種別を特定する。周波数チャンネル
には、予め定められた値を設定してもよいし、走査して得られたユーザ指定の周波数チャ
ンネルの値を設定してもよい。図３では、周波数チャンネルとして固定値が設定されてい
る。図４では、走査して得られたユーザ指定の周波数チャンネルが設定されている。チャ
ンネルを固定化しないことにより、空いている周波数帯域を柔軟に使用することができる
というメリットがある。
【００４７】
　本実施形態では、第２の無線設定情報は第１の無線設定情報と同一であるが、対応して
いれば第２の無線設定情報は第１の無線設定情報と必ずしも同一でなくてもよい。たとえ
ば、本実施形態では、無線ネットワークで使用する無線設定情報（無線通信パラメータ）
としてＰＣ２００で保持される第２の無線設定情報とプロジェクタ１００で保持される第
１の無線設定情報とが共通情報になるように予め設定され、かつ第２の無線設定情報と第
１の無線設定情報との対応関係が予め通知されていればよい。無線通信パラメータの集ま
りは、１種類であるとは限らず、２種類以上設定されていてもよい。
【００４８】
　ＰＣ２００に電源を投入したとき、第２のネットワーク制御部５４は、その時点での無
線設定値を無線設定情報として設定する。無線通信の接続時、ＰＣ２００に設定された無
線設定情報が第２の無線設定情報と異なる場合、第２のネットワーク制御部５４は、第２
の無線設定情報に設定を変更する。
【００４９】
　同様に、プロジェクタ１００に電源を投入したとき、第１のネットワーク制御部３４は
、その時点での無線設定値を設定する。無線通信の接続時、プロジェクタ１００に設定さ
れた無線設定情報が第１の無線設定情報と異なる場合、第１のネットワーク制御部３４は
、第１の無線設定情報に設定を変更する。
【００５０】
　これまでの通信方式では、ＩＰアドレスは固定値ではなく、どのＩＰアドレスが割り当
てられるか通信相手の機器は知り得ない。そのため、ＳＳＩＤにＩＰアドレスを含めるこ
とにより、割り当てられたＩＰアドレスを相手に知らせるようになっている。よって、こ
れまでの通信方式では、無線通信の接続を確立する際に、これらの無線通信パラメータの
値をプロジェクタ１００とＰＣ２００との間で交換しなければならない。
【００５１】
　一方、本実施形態では、以上のように、無線通信における共有の情報を第１の無線設定
情報と第２の無線設定情報として予め設定され、プロジェクタ１００とＰＣ２００とがそ
れぞれ予め保持している。このため、無線通信接続時にこれらの情報を何らの情報交換な
く自動で設定することができる。このため、無線通信接続までの時間を顕著に短縮するこ
とができる。また、無線通信において通信パケットが通信相手の無線端末装置まで届かず
に接続の確立に失敗する確率が低いシステムを構築することができる。
【００５２】
　［端末識別子の生成方法］
　次に、端末識別子生成部３６により生成される端末識別子（無線通信における固有の識
別情報）の一例について、図６～図９を参照しながら説明する。
【００５３】
　図６及び図７は、ＭＡＣアドレスを使用した端末識別子の生成方法の一例である。図６
の端末識別子の生成方法では、ＭＡＣアドレスをＡＳＣＩＩコードで表す。これにより、
端末識別子「００１６４１ＥＤ１Ｅ５Ａ」が生成される。図７の端末識別子の生成方法で
は、ＭＡＣアドレスを元にＭＡＣアドレスに何らかの変換処理を加えて端末識別子を生成
する。図７では、図６にて示したＭＡＣアドレス中の「Ａ」と「０」とを入れ替え、「Ｂ
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」と「０」とを入れ替えるというようにアルファベットの順番と数字を入れ替えている。
これにより、端末識別子「ＡＡＢＦＤＢ５４Ｂ５Ｅ０」が生成される。ＭＡＣアドレスの
値を変換方法はどんな方法でもよいが、変換方法は無線接続を行う機器間で予め定められ
ている。
【００５４】
　プロジェクタ１００の製造番号を使用して端末識別子を生成してもよい。図８の端末識
別子の生成方法では、プロジェクタ１００の製造番号をＡＳＣＩＩコードで表す。これに
より、端末識別子「０４０４２８６－０Ｅ０」が生成される。
【００５５】
　乱数を使用して端末識別子を生成してもよい。図９の端末識別子の生成方法では、１６
桁のランダムな数字が読み込まれる。ここでは、端末識別子「１７３６８９５３５７７９
８４２１」が読み込まれる。
【００５６】
　以上に説明したように、端末識別子の「生成」には、ある元データから端末識別子を生
成する場合と端末識別子そのものを読み込む場合がある。
【００５７】
　［ＳＳＩＤの生成方法］
　次に、ＳＳＩＤ生成部３８により生成される端末識別子（無線通信における固有の識別
情報）を含んだＳＳＩＤの生成方法の一例について、図１０を参照しながら説明する。図
１０は、一実施形態に係るＳＳＩＤの生成方法を説明するための図である。ＳＳＩＤは、
３２バイトの情報から構成されている。０～２バイトは、本方式で無線通信を行うことを
示す固定文字列である。３～５バイトは、第１及び第２の無線設定情報を識別するための
情報である。例えば、無線設定情報の識別情報としては、「００１」であれば図３に示し
た無線設定情報（設定１）を使用し、「００２」であれば図４の無線設定情報（設定１）
を使用し、「００３」であれば図５に示した無線設定情報（設定３）使用する。６～１９
バイトは、ユーザが設定する情報として接続される装置名などを入れる。２０～３１バイ
トは、端末識別子生成部３６にて生成された端末識別子である。図１０では、例として図
６のＭＡＣアドレスの値が２０～３１バイトに設定されている。
【００５８】
　ＳＳＩＤは上限が３２バイトと定められているため、入力できるデータの上限は３２バ
イトである。よって、例えば端末識別子に図９のように１６バイトを使用した場合には、
その分ユーザが設定する情報の領域を減らす必要がある。何バイト目が何の情報であるか
は無線接続する両者の機器（ここでは、プロジェクタ１００及びＰＣ２００）で決まって
いればよく、必ずしも図１０のような順序で記載する必要はない。ＳＳＩＤの３～５バイ
ト目は設定値が一つであれば設定する必要はない。また、ＳＳＩＤ生成部３８は、ユーザ
操作により取得した情報、無線設定情報を識別するための情報（例えば前述した「００１
」、「００２」、「００３」）、接続される無線端末装置の装置名の少なくともいずれか
の値を含んだＳＳＩＤを生成してもよい。
【００５９】
　本実施形態に係るＳＳＩＤの生成方法によれば、ＳＳＩＤは必ず固有な端末識別子を含
むためＳＳＩＤ自体も固有の値となり、他のＳＳＩＤと同値にならない、もしくは同値に
なる可能性が極端に低くなる。例えば、ＳＳＩＤには、必ず機器一台に一つ割り当てられ
る、ＭＡＣアドレスや機器の製造番号、プロジェクタを識別する装置名などの固有の識別
子、または前述の固有の識別子を組み合わせた識別子が含まれる。よって、同種のプロジ
ェクタが複数存在する場合であってもＳＳＩＤが同じになることはない、もしくは同値に
なる可能性は極端に低くなり、使用上の問題にはならない。
【００６０】
　例えば、図１１は、一実施形態に係るプロジェクタ１００の装置名の初期値の一例を示
した図である。図１１では、１１～１３バイト目に図８に示したプロジェクタ１００に固
有の製造番号の下３桁「０Ｅ０」が付加されている。このようにして、プロジェクタ１０



(13) JP 2013-222991 A 2013.10.28

10

20

30

40

50

０の装置名の初期値には、プロジェクタ１００の装置名の製造番号を含める。これにより
、プロジェクタ１００の装置名の初期値はプロジェクタ１００毎に異なる値に予め設定さ
れる、もしくは複数のプロジェクタ１００で同値になる可能性が極端に低くなる。また、
生成された値に更にアルファベットの文字を含めれば初期値が同値になる可能性は更に減
る。更に、ＭＡＣアドレスやプロジェクタ１００の製造番号との組み合わせを使用すれば
、初期値が同値になる可能性はなくなる。
【００６１】
　これにより、同種のプロジェクタ１００等、接続される無線端末装置が複数あった場合
であっても、無線端末装置の装置名をユーザが指定せずとも、接続するＰＣ２００により
無線通信の接続時に間違いなく対象となる無線端末装置と他の無線端末装置とを区別する
ことができる。
【００６２】
　このように、異なるプロジェクタ１００に同一のＳＳＩＤが付与されることはないとい
うことを利用して、ＰＣ２００は、所望のプロジェクタ１００と接続することを可能とし
、そのプロジェクタ１００に映像を投影することができる。
【００６３】
　また、本実施形態では、ＳＳＩＤに装置名やＭＡＣアドレス等のプロジェクタ１００を
特定する情報が含まれるため、セキュリティ上、これらの値を隠したいときには、プロジ
ェクタ１００で変換を行い、ＰＣ２００がＳＳＩＤを元に戻す。変換方法はどんな方法で
もよいが、無線接続を行う機器間で予め決まっている。
【００６４】
　［無線通信システムのシーケンス］
　次に、本実施形態に係る無線通信システム１のシーケンスについて、図１２を参照しな
がら説明する。図１２は、一実施形態に係る無線通信システムのシーケンス図である。
【００６５】
　例えば、ユーザが会議室に入り、会議室にあるプロジェクタ１００と持ち込んだユーザ
のＰＣ２００との接続を確立する場合を想定する。
【００６６】
　まず、ユーザは、ＰＣ２００の電源をオンし（１．０）、次いで、プロジェクタ１００
の電源をオンする（２．０）。
【００６７】
　プロジェクタ１００は、無線設定情報を予め決められた第１の無線設定に変更し（２．
１）、端末識別子を生成する（２．２）。次に、端末識別子を含むＳＳＩＤを生成する（
２．３）。更に、ＳＳＩＤを含むビーコンを生成し（２．４）、生成されたビーコンをＰ
Ｃ２００及び他の機器に対して随時、ブロードキャストする（２．５）。
【００６８】
　ＰＣ２００は、ビーコンを受信する（２．６）。ユーザは、ＰＣ２００からプロジェク
タ１００への無線通信の接続を要求する（３．０）。ＰＣ２００は、ビーコンからＳＳＩ
Ｄを取得する（３．１）。次に、ＰＣ２００は、ＳＳＩＤから端末識別子を抽出する（３
．２）。次に、ＰＣ２００は、端末識別子が含まれているＳＳＩＤに変更する（３．３）
。次に、ＰＣ２００は、予め定められた無線設定情報に変更する（３．４）。これにより
、ＰＣ２００は、プロジェクタ１００との無線通信の接続を確立する。
【００６９】
　無線通信の接続が確立された後は、ユーザがＰＣ２００からプロジェクタ１００に映像
の送信を要求し（４．０）、これに応じてＰＣ２００から所望の映像がプロジェクタ１０
０に送信され（４．１）、プロジェクタ１００に所望の映像が投影される。
（プロジェクタの選択表示）
　図１４（ａ）に示したように、無線の電波が届く範囲に３台のプロジェクタ（プロジェ
クタＡ１００ａ、プロジェクタＢ１００ｂ、プロジェクタＣ１００ｃ）があった場合、プ
ロジェクタＡ１００ａ、プロジェクタＢ１００ｂ、プロジェクタＣ１００ｃの情報として
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、それぞれの装置名、ＳＳＩＤ、無線ＬＡＮ、ＭＡＣアドレスが、ＰＣ２００上の画面に
表示される。
【００７０】
　その場合、ＰＣ２００は、プロジェクタＡからプロジェクタＡに固有の識別情報を含む
ＳＳＩＤを取得し、図１４（ｂ）の左側の「プロジェクタＡの表示内容」のようにＰＣの
画面に表示する。同様にして、ＰＣ２００は、プロジェクタＢからプロジェクタＢの固有
の識別情報を含むＳＳＩＤを取得し、プロジェクタＣからプロジェクタＣの固有の識別情
報を含むＳＳＩＤを取得してＰＣの画面に表示する。このようにして、「接続する無線端
末装置」の一例であるＰＣ２００は、無線の電波が届く範囲に存在するすべての「接続さ
れる無線端末装置」からＳＳＩＤを取得し、ＰＣの画面に「接続される無線端末装置」毎
に表示する。
【００７１】
　このようにして、ＰＣ２００は、取得したＳＳＩＤから固有の識別情報を抽出し、プロ
ジェクタＡの情報、プロジェクタＢの情報、プロジェクタＣの情報としてそれら固有の識
別情報を一覧にする。表示一覧を、図１４（ｂ）の右側に示す。プロジェクタＡの情報、
プロジェクタＢの情報、プロジェクタＣの情報が選択可能なように表示されている。プロ
ジェクタＡの詳細情報も選択情報の一つである。プロジェクタＡの詳細情報はポップアッ
プ形式にしてもよい。
【００７２】
　ユーザは、ＰＣ２００の表示画面に表示された固有の識別情報から、プロジェクタＡ１
００ａ、プロジェクタＢ１００ｂ、プロジェクタＣ１００ｃを特定することができる。よ
って、ユーザは、無線通信の接続を要求するときに、接続したいプロジェクタを選択する
ことができる。このユーザ操作に応じて、接続する側のＰＣ２００は、ＰＣ画面上にリス
ト表示されている複数のＳＳＩＤから所望のＳＳＩＤを選択し、ＳＳＩＤ内の端末識別子
に対応するプロジェクタに対して無線通信を要求する。
【００７３】
　ユーザは、例えばＰＣなどの接続する無線端末装置と、例えばプロジェクタ等の接続さ
れる無線端末装置とを自動で素早く接続し、ＰＣ内に記憶した映像をプロジェクタにより
早く投影したいという要求が高い。よって、本実施形態のように、ユーザの選択操作をト
リガとして自動的に無線通信の接続を開始することにより、接続までの時間を顕著に短縮
することができる状態はユーザにとって大変好ましい。
【００７４】
　表示された固有の識別情報の内容は、図１４（ｂ）の表示内容に限らず、例えば、プロ
ジェクタの製造番号を表示してもよい。また、ＳＳＩＤをすべて表示せず、ＳＳＩＤに設
定された情報の全部又は一部を表示するようにしてもよい。また、ＳＳＩＤに含まれる固
有の端末識別子（固有の識別情報）の全部又は一部を表示することもできる。
【００７５】
　図１４（ｂ）に示したように、ＰＣ２００の表示画面には、プロジェクタ毎の装置名、
ＳＳＩＤ、ＭＡＣアドレス等がユーザの選択のために表示されている。しかし、例えばＳ
ＳＩＤが数字とローマ字の羅列であると、どのプロジェクタを示しているのか判別しにく
い。よって、ＳＳＩＤの全部又は一部を表示する際、人間が視覚的に把握しやすい数字等
に置き換えたり、色や書体を変えたり、強調表示を取り入れたりしてもよい。
【００７６】
　具体例を挙げれば、第１の無線設定情報及び第２の無線設定情報には、会議室の識別情
報が、第１会議室の番号「００１」、第２会議室の番号「００２」・・・というように、
共通情報として予め設定されている。第１会議室００１で使われるプロジェクタの情報を
表示するとき、ＳＳＩＤの一部の表示を「００１（第１会議室の番号）」等に置き換え、
かつその数字を太字にする。これにより、ユーザは適切なプロジェクタを選択することが
できる。
（無線通信の接続切断）
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　次に、無線通信の接続の切断について、図１５を参照しながら説明する。図１５は、一
実施形態に係る接続終了時の無線通信システムのシーケンス図である。
【００７７】
　ユーザが通信の終了を要求すると（５．０）、ＰＣ２００からプロジェクタ１００に通
信の終了が通知される（５．１）。また、第２のネットワーク制御部５４は、無線設定情
報の設定を予め決められた第２の無線設定情報から、変更前の無線設定情報に再設定する
（５．２）。
【００７８】
　このようにして無線設定情報を予め決められた第２の無線接続の設定から変更前の無線
設定情報に戻すことにより、接続する無線端末装置を元々接続されていたネットワークに
復帰させることができる。
（重複したＩＰアドレスが存在した場合の処理）
　本実施形態に係る無線通信システム１では、同種の無線端末装置同士ではＳＳＩＤが必
ず異なるため、ＩＰアドレスが重複することが原因で通信ができない事態は発生しない。
本実施形態に係る無線通信システム１では、別の無線端末装置においても、通常に使用す
る場合でＩＰアドレスが重複する可能性は非常に低い。しかしながら、万が一、ＩＰアド
レスが重複した場合の対策も予防策として取り得ることは好ましい。よって。以下ではＩ
Ｐアドレスが重複した場合の処理について図１３を参照しながら説明する。図１３は、一
実施形態に係る重複したＩＰアドレスが存在した場合の処理フローを示した図である。
【００７９】
　本処理が開始すると（Ｓ１）、プロジェクタ１００は、無線設定情報を予め決められた
第１の無線設定情報に変更し（Ｓ２）、端末識別子を生成し（Ｓ３）、端末識別子を含む
ＳＳＩＤを生成する（Ｓ４）。次に、プロジェクタ１００は、無線の通信プロトコルがＩ
Ｐｖ４又はＩＰｖ６の場合、ＩＰｖ４アドレス又はＩＰｖ６アドレスが、他の無線端末装
置から送信されたビーコンのＳＳＩＤ中に存在するかを検出する（Ｓ５）。検出方法の一
例としては、例えば、検出対象のＩＰｖ４アドレス又はＩＰｖ６アドレスを使って他の機
器と通信を試みる方法がある。この場合、他の機器から返事があれば、そのＩＰアドレス
は他の機器に使用されているためすでにＩＰアドレスは存在すると判定する。他の機器か
ら返事がなければ、そのＩＰアドレスは存在しない（重複していない）と判定する。
【００８０】
　以上の検出結果に基づき、ＩＰアドレスは存在しないと判定された場合には、プロジェ
クタ１００は、通常通り、生成したＳＳＩＤを含むビーコンを生成し、送信する（Ｓ６）
。一方、ＩＰアドレスは存在すると判定された場合には、プロジェクタ１００は、接続が
できないことを通知し、ユーザに警告する（Ｓ７）。
【００８１】
　これにより、ＩＰアドレスが重複することが原因で通信ができない事態が発生すること
を防止することができる。
（複数台のプロジェクタが存在する場合の切り替え）
　次に、ＰＣ２００から送信される映像の投影先を別のプロジェクタに切り替える場合の
処理について、図１６を参照しながら説明する。
【００８２】
　電源ＯＮ（１．０、２．０）の後に行われる、２．１～２．６の処理（プロジェクタＡ
側）、電源ＯＮ（２．７）の後に行われる、２．８～２．１３の処理（プロジェクタＢ側
）は、図１２にて説明した電源ＯＮ（１．０、２．０）の後の２．１～２．６の処理と同
様であるため、ここでは説明を省略する。つまり、プロジェクタ毎にビーコンの生成及び
送信が実行され、ＰＣ２００は、プロジェクタＡ，Ｂのビーコンを受信する。
【００８３】
　ユーザがＰＣ２００からプロジェクタへの接続を要求すると（３．０）、ＰＣ２００は
、受信ビーコンからＳＳＩＤを取得する（３．１）。ここでは、最初に受信したビーコン
からＳＳＩＤを取得する。
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【００８４】
　次に、ＰＣ２００は、ＳＳＩＤから端末識別子を抽出する（３．２）。ここでは、プロ
ジェクタＡの端末を示す端末識別子１を含むＳＳＩＤが先に取得されたものとする。よっ
て、この時点では、ＰＣ２００は、端末識別子１を含むＳＳＩＤに変更する（３．３）。
次に、ＰＣ２００は、予め定められた無線設定情報に変更する（３．４）。これにより、
ＰＣ２００は、プロジェクタＡとの無線通信の接続を確立する。
【００８５】
　ＰＣ２００は、接続される無線端末装置のリストを表示する（３．５）。これに対して
、ユーザは、リストからプロジェクタＢを選択し、プロジェクタＢへの接続を要求する（
４．０）。これに応じて、ＰＣ２００は、選択されたプロジェクタＢの端末を示す端末識
別子２を含むＳＳＩＤに変更する（４．１）。次に、ＰＣ２００は、予め定められた無線
設定情報に変更する（４．２）。これにより、ＰＣ２００は、プロジェクタＢとの無線通
信の接続を確立する。
【００８６】
　ユーザはＰＣ２００からプロジェクタＢへの通信を指示し（５．０）、ＰＣ２００は、
プロジェクタＢへデータを送信する（５．１）。この結果、ＰＣ２００の映像は、プロジ
ェクタＢに投影される。
（複数台のＰＣが存在する場合の切り替え）
　次に、プロジェクタに映像を送るＰＣが複数存在する場合の切り替え処理について、図
１７を参照しながら説明する。
【００８７】
　この場合、図１２で示したビーコンをプロジェクタ１００からＰＣ－Ａ２００ａ及びＰ
Ｃ－Ｂ２００ｂに送受信後（２．５～２．８）のＰＣ側の一連のシーケンスの流れ（３．
０～４．１、５．０～６．１）を複数台のＰＣが別々に処理する。
【００８８】
　つまり、図１７で示したビーコンの送信後（２．５、２．７）、２台のＰＣ－Ａ２００
ａ及びＰＣ－Ｂ２００ｂがビーコンを受信する（２．６、２．８）。
【００８９】
　ユーザがＰＣ－Ａ２００ａからプロジェクタ１００への接続を指示した場合（３．０）
、ＰＣ－Ａ２００ａは、ビーコンからＳＳＩＤを取得し（３．１）、ＳＳＩＤから端末識
別子を抽出し（３．２）、端末識別子を含むＳＳＩＤに変更し（３．３）、予め定められ
た無線設定情報に変更する（３．４）。これにより、ＰＣ－Ａ２００ａは、プロジェクタ
との無線通信の接続を確立する。
【００９０】
　その後、ユーザからの通信要求がなされると（４．０）、ＰＣ－Ａ２００ａは、これに
応じて所望のデータをプロジェクタ１００に送信し、プロジェクタ１００に投影させる（
４．１）。
【００９１】
　ユーザがＰＣ－Ｂ２００ｂからプロジェクタ１００への接続を指示した場合も、上述し
た処理と同様に５．０～５．４、６．０～６．１の処理を行う。これにより、ＰＣ－Ｂ２
００ｂは、プロジェクタ１００との無線通信の接続を確立し、所望のデータをプロジェク
タ１００に投影させることができる。
（ユーザが接続を指示する場合）
　通常、ＰＣの近くに存在する接続対象のプロジェクタは１台しかない場合が多い。よっ
て、図１２の接続の確立では、接続可能なプロジェクタをＰＣ画面にリスト表示し、ユー
ザに所望のプロジェクタを選択させることはせず、最初に見つかったＳＳＩＤに含まれる
端末識別子を持つプロジェクタに自動的に接続する。
【００９２】
　これに対して、図１８では、最初に見つかったＳＳＩＤに自動的に接続せず、ユーザに
所望のプロジェクタを選択させて、そのプロジェクタとの接続を確立する。この場合につ
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いて簡単に説明する。
【００９３】
　図１８の１．０、２．０～２．１３の処理は、図１６と同様であるためここでは説明を
省略する。次に、図１８では、ユーザはプロジェクタの一覧表示を要求する（３．０）。
これに応じて、ＰＣ２００は、プロジェクタＡ１００ａから受信したビーコンからＳＳＩ
Ｄを取得するとともに、プロジェクタＢ１００ｂから受信したビーコンからＳＳＩＤを取
得する（３．１）。そして、２つのＳＳＩＤから端末識別子（すなわち、端末識別子１、
端末識別子２）を抽出し（３．２）、それらをＰＣ画面にリスト表示する（３．３）。
【００９４】
　これに対して、例えば、ユーザがＰＣ画面のリスト表示からプロジェクタＢの端末識別
子を選択し、プロジェクタＢ１００ｂに接続するように要求すると（４．０）、ＰＣ２０
０は、指定された端末識別子２を含むＳＳＩＤに変更し（４．１）、予め決められた無線
設定情報に変更する（４．２）。これによりＰＣ２００は、プロジェクタＢ１００ｂとの
無線通信の接続を確立する。その後、ユーザから通信要求が出されると（５．０）、これ
に応じてＰＣ２００は、所望のデータをプロジェクタＢに送信する（５．１）。
【００９５】
　［効果］
　以上説明したように、本実施形態に係る無線通信システム１によれば、ビーコンに様々
な情報を含ませて送信する。接続する無線端末装置はビーコンを受信する。このとき、ビ
ーコンは定期的に出続けているから、ＰＣからの接続時にプロジェクタのＳＳＩＤを含む
接続情報を時間のかかるアクティブスキャンによって取得する必要がない。これにより無
線通信の高速接続が可能になる。また、無線通信における共通情報は、接続される無線端
末装置と接続する無線端末装置とで予め設定された第１の無線設定情報と第２の無線設定
情報としてそれぞれの保存領域に保持されている。このため、無線通信接続時、接続する
無線端末装置と接続される無線端末装置との間で、無線通信の接続に必要な情報を交換す
る回数を少なくすることができる。これにより無線通信の接続時間を短縮することができ
る。更に、無線通信において通信パケットが通信相手の無線端末装置まで届かずに接続の
確立に失敗する確率を低く抑えることができる。
【００９６】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇において、各種の変更例また
は修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的範
囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００９７】
　１　　　　　無線通信システム
　１６　　　　第１の無線通信部
　１８　　　　第１の映像出力部
　２６　　　　第２の無線通信部
　２８　　　　第２の映像出力部
　３２　　　　第１の無線設定保持部
　３４　　　　第１のネットワーク制御部
　３６　　　　端末識別子生成部
　３８　　　　ＳＳＩＤ生成部
　４０　　　　第１の映像表示部
　５０　　　　第２のユーザ操作部
　５２　　　　第２の無線設定保持部
　５４　　　　第２のネットワーク制御部
　５６　　　　端末識別子抽出部
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　５８　　　　ＳＳＩＤ抽出部
　６０　　　　第２の映像表示部
　１００　　　プロジェクタ
　２００　　　ＰＣ
【先行技術文献】
【特許文献】
【００９８】
【特許文献１】特開２００６－２５４３０１号公報
【特許文献２】特開２０１１－１８８２３８号公報
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【図３】 【図４】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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